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令和５年度 

社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会職員採用試験案内 

 

《令和５年８月１０日》 

 

 

丸亀市社会福祉協議会は、公共性をもつ民間組織です。地域住民のみなさま方と福祉関係者の協力を

得て、「みんながつながり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせるまち 丸亀」の実現を目

指してさまざまな福祉課題に取り組んでいます。 

 

次のような資質をもった人を募集します。 

○前向きなチャレンジ精神と創造力がある人 

○本会に期待される役割を理解し、責任感をもって職務に取り組むことができる人 

○福祉にかかわる多様な人々と協力し、目標に向けて努力することができる人 

 

１．採用予定人員等  

 

職  種 事務局正規職員 

採用後の仕事内容 

一般事務 

地域福祉活動にかかる企画・立案等の業務、福祉に関する相談・支援業務、

総務・経理事務など 

 

 採用後の配属先は、採用試験の結果及び適性、人柄、本人の意欲等を総合

的に判断し、決定します。 

採用予定人員 ２名 

受験資格等 

①学校教育法における大学（短期大学を除く。）を卒業した人、又は令和６

年３月３１日までに卒業見込みの人 

②普通自動車免許（ＡＴ限定可）を持つ人、又は令和６年３月３１日までに

取得見込みの人 

 

注１ 上記の受験資格を有する人であっても、下記に該当する場合は受験できません。 

（1）禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の人 

（2）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した人 
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２．選考スケジュール  

 

受験申込  
 受付期間  

令和５年８月 1０日（木）～令和５年１０月５日（木）  

 

   
※応募者多数の場合 

書類選考   

 
 

第１次試験  

(Ａ ) 

【マークシート方式】  

試験日：令和５年 11 月 5 日（日）  

場  所：丸亀市大手町二丁目 1 番 7 号  

(Ｂ ) 

【テストセンター方式】  

試験日：令和５年 10月 16日（月）～11月 5日（日） 

までの受験生が選択する日時 

場  所：主要 7 都市にあるテストセンターの中から、受験生が

選択する会場 

 

第２次試験   試験日と場所は、第１次試験合格者に通知します。  

 

採用内定   採用予定日  令和６年４月１日  

 

 ○受験申込終了後、応募者多数の場合は書類選考を行い、後日結果を郵送します。 

 ○試験は第１次試験、第２次試験とし、第２次試験は第１次試験の合格者のみで行います。 

 ○第１次試験、第２次試験の各合格者には、選考結果を郵送で通知します。 

  また、本会のホームページで合格者の受験番号を発表します。お電話でのお問い合わせにはお答え

できません。 

 

注２ 自然災害等の影響等により、第１次試験の試験日等が変更となる場合は、本会ホームページ

（https://www.marugame-shakyo.or.jp/）でお知らせします。 

注３ テストセンター方式とは、全国主要７都市にあるテストセンターでパソコンを使用して受験する

方 法 で す 。 会 場 や 試 験 日 等 、 詳 し く は 、 リ ク ル ー ト ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/）をご確認ください。 

 

  

https://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/
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３．試験の内容  

 

《第１次試験》 

科 目 内 容 

ＳＰＩ３ 
性格検査 事務職員として必要な素質、適性についての検査 

基礎能力検査 文章、数的情報、論理的思考等の基礎能力検査 

 ○（Ａ）マークシート方式で受験する場合 

  上記のすべての科目について、試験会場でマークシートでの受験となります。 

 ○（Ｂ）テストセンター方式で受験する場合 

  性格検査は、自宅のパソコン又はスマートフォンでの受験となります。 

  基礎能力検査は、テストセンターでパソコンを使用して出題・回答する択一試験となります。 

 

《第２次試験》 

科 目 内 容 

グループワーク等 
様々な資質や能力を備えた人材として活躍してもらうため、「協調性」「リーダ

ーシップ」「発想力」等について、多面的な人物評価を行います。 

面接試験 

受験者がこれまで学んできたこと、経験したことをアピールしていただき、社

会福祉協議会で活躍したいという意欲等を評価するため、「個別面接」を実施し

ます。 

 

注４  試験会場の駐車場には限りがありますので、お気を付けください。 

注５  受験のために要する旅費、食事等の経費は、すべて受験者本人の負担となります。 

注６  受験には、筆記用具（ＨＢの鉛筆、消しゴム）が必要です。 

注７ 時計は計時機能だけのものに限ります。携帯電話等は使用できません。 
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４．受験申込手続き  

(1) 受付期間及び提出・送付先 

  〔持参による場合〕 令和５年８月１０日（木）～１０月５日（木）（土・日・祝を除きます。） 

           午前 ８時３０分～午後 ５時１５分 

           丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター） 

            １階 丸亀市社会福祉協議会 

 

  〔郵送による場合〕 特定記録郵便で、下記送付先まで郵送してください。 

１０月５日（木）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

           （封筒の表左下に「受験申込書在中」と朱書きしてください。） 

           〒763-0034 香川県丸亀市大手町二丁目１番７号 

                 丸亀市社会福祉協議会 経営企画グループ 

 

(2) 提出書類等 

  ① 受験申込書 

     所定の用紙に必要事項を記入し、指定サイズの写真を貼付してください。 

  ② 受験票 

     所定の受験票に記入し、切り取って、「提出用」「本人用」両方とも提出して下さい。 

「提出用」には指定サイズの写真を貼付してください。 

  ③ 面接カード 

  ④ 返信用封筒 １通（※テストセンター方式で受験する場合は不要です。） 

    あて先を明記した長形３号サイズ（縦 23.5㎝×横 12.0㎝）の封筒。切手は不要です。 

 

注８ ①②③の書類は、丸亀市保健福祉センター、綾歌保健福祉センター、飯山総合保健福祉センター、

ハローワーク丸亀に用意しています。また、本会ホームページからダウンロードできます。 

注９ 用紙を郵便で請求する場合は、あて先を明記した返信用封筒（角型２号サイズ（縦 33.2 ㎝×横

24.0㎝）で 140円切手（速達での返送希望の場合は 420円切手）貼付）を同封し、封書にて経

営企画グループまで請求してください。 

注１０  提出された書類は、合格、不合格にかかわらず返還いたしません。 
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(３) 申込から受験までの流れ 

（Ａ）マークシート方式で受験する場合 

１．上記の提出書類を期日までに、本会へ持参又は郵送により提出してください。 

２．本会から、第 1 次試験の受験者（書類選考を通過された方）へ、第 1次試験の「受験票」を郵送

します。 

  10月 20日（金）までに書類選考結果または「受験票」が到着しないときは、経営企画グループ

（℡0877‐22‐4616）までご連絡ください。 

３．試験日（11月 5日（日））に、試験会場で受験し、第１次試験は終了です。 

 

（Ｂ）テストセンター方式で受験する場合 

１．上記の提出書類を期日までに、本会へ持参又は郵送により提出してください。 

２．本会から 10月 16日（月）に、第 1次試験の受験者（書類選考を通過された方）へ、受験申込時

に記載のメールアドレスにテストセンターの受験案内（必要書類）を送信します。 

３．受験者は受験案内のメールに従って、テストセンターの中から会場・日時を選択し、受験の仮予

約を行います。受験仮予約後、自宅のパソコン又はスマートフォンで、性格検査を受験します。

性格検査を受験すると予約完了となります。 

４．予約完了後に送信される受験案内のメールに従って、予約したテストセンターで基礎能力検査を

受験し、第１次試験は終了です。 

  ※テストセンターで受験する際は、メールで案内する「受検票」をご持参ください。 

 

 

５．採  用  等  

 令和６年 4月 1日 採用予定 

 

注１１ 受験資格がないこと、受験申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合には、合格を取

り消します。 

注１２ 卒業見込みの人が令和６年３月３１日までに卒業しなかった場合は、この試験に合格しても採

用される資格を失います。 

注１３ 普通自動車免許取得見込みの人が令和６年３月３１日までに取得しなかった場合は、この試験

に合格しても採用される資格を失います。 

注１４  採用の日から原則として、６か月の期間は条件付採用期間とし、その間の勤務成績が良好な場

合に正式採用となります。 

注１５  第１次、第２次試験のそれぞれの成績が一定以下の場合は合格者なしとする場合があります。 

 

 

６．個人情報の取扱いについて  

  採用試験申込に提出された提出書類は、本会の採用選考にのみ利用し、厳重に管理いたします。 

なお、提出された書類については、合格、不合格にかかわらず返却できませんのでご了承ください。

（採用選考終了後、破棄いたします。） 
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７．労働条件等  

  （令和 5年 4月 1日現在） 

契約期間 期間の定めなし 

試用期間 
試用期間あり（6か月） 

 ※条件は本採用時と変更なし 

就業場所 

社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会 本所 

香川県丸亀市大手町二丁目 1番 7号 

丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）1階 

※本所以外に綾歌分室、飯山分室、しおや保育所の 3 拠点があります。 

就業時間 

勤務時間  8:30～17:15（1 日 7時間 45分勤務） 

休憩時間  12:00～13:00 

※業務の都合やその他やむを得ない事情により、始業、終業の時刻及び休憩

時間を繰り上げ、又は繰り下げることがあります。 

※時間外労働 あり（月 6 時間程度） 

休日 
土・日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

 ※行事等により、休日に出勤する場合があります。 

休暇等 

年次有給休暇：採用時に 15日付与、その後は 1年を通じて 20日付与 

特別休暇  ：病気休暇、産前産後休暇、子の看護休暇、介護休暇、育児休業、

介護休業、慶弔休暇、夏季健康管理休暇 ほか 

 ※育児休業取得実績：令和 4年度 4名（法人全体） 

初任給 
大学卒：175,300円 

 ※経験年数による加算制度あり 

諸手当 
時間外手当、扶養手当、住居手当、通勤手当 

※本会規程に基づき支給します。 

昇給 あり（年 1回） 

賞与 年 2 回（6月・12月） 【参考 令和 4年度：4.4ヶ月／年】 

加入保険 社会保険（健康保険、厚生年金保険）、労働保険（雇用保険、労災保険） 

退職金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入 

福利厚生 
健康診断（年 1 回）、職員互助会あり（結婚祝金、弔金、勤続祝金ほか）、福利

厚生制度あり（ソウェルクラブ、中讃勤労） 

研修制度 

階層別研修：新入職員研修 他 

職能別研修：職務内容に応じた研修 

そ の 他：先輩職員による OJT（プリセプター制度）実施 

      研修受講のための特別休暇あり 

資 格 取 得：社会福祉士の資格を保持していない方は、入職後に「社会福祉主

事任用資格」を取得していただきます。（資格取得にかかる費用は

本会が負担します。） 
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８．お問い合わせ先  

〒763-0034 香川県丸亀市大手町二丁目 1番 7号 

丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター） 

社会福祉法人 丸亀市社会福祉協議会 経営企画グループ 

 ＴＥＬ 0877-22-4616 ＦＡＸ 0877-23-8110 （担当 土岐・助安） 

 ホームページアドレス https://www.marugame-shakyo.or.jp/ 
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 丸亀市社協キャラクター 

オルデ 

本会のホームページや SNSもぜひご覧ください！ 

ホームページ     X(旧 Twitter)     Instagram 


